
 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 情 01 学校名 千葉県立柏の葉高等学校 担当教員名 眞山和姫 

ねらい 

 キャリア教育・ビジネス体験           知的財産や社会制度への理解促進 

 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）   外部との連携強化・地域産業への理解促進 

 指導体制の構築・教員のスキル向上        学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☐ 特許・実用    意匠    商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ さらにパワーアップ！デザインの力で千

葉県の銭湯を救え！ 

情報理数科 3 年情報デザイン

選択者 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,10,11 

創
造 

 (1)創造性を鍛える 

➁ 先人の知恵を知る！BASIC ゲームを作っ

てベーマガに応募しよう！ 

情報理数科 3 年情報システム

のプログラミング選択者 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,10,11 
 (2)情報を利用する能力 

➂ 
生成AI 時代の"創作"を問い直す！それは

"模倣か？創造か？"  
情報理数科 3 年情報セキュリ

ティ選択者 

2,4,5,7,8,9, 

10,11,12,13 
 (3)発想・技術を表現する能力 

④ 
自分らしさの溢れる名刺を作成しよう！ 

情報理数科 3 年選択科目受講

者 
1,2,3,4,5,6  (4)観察力を鍛える 

⑤     (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

 (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆     (7)保護・尊重する意識 
⑧     (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☐ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
 (10)権利を活用する能力 

⑪     (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☐ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

ほぼ達成（9 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

全ての取組において、全員が 1 回以上 J-PlatPat を用いた先行事例の検索を行
い、既存の権利を適切に扱う実践的な経験を 100％に。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・銭湯グッズ制作にあたっては、J-PlatPat 等を活用し、選択者 8 名全員が権利侵害の有無や先行事例の存在を調査した上で制作を行った。 
・BASIC ゲーム制作を題材に、プログラミングに関する権利関係の動向について各自がトピックを設定し調査・考察を行いレポートにまとめた。 
・生成 AI における著作物の取り扱いについて 4 つのモデルで調査を行った。システム開発はソースコードのライセンス形態を意識し、創作した。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ① さらにパワーアップ！デザインの力で千葉県の銭湯を救え！ 

成果内容 
昨年度に松戸市で実施した取組を発展させ、今年度は千葉県全域を対象として実施した。千葉県公衆浴場業生活衛生業組合のロゴについて、正式
な使用ルールに基づき許可を得た上で活用し、既存の権利を調査・検討する経験に加え、許諾を受けた場合の適切な利用方法についても学習する
ことができた。あわせて、企業ロゴを用いたグッズ制作における手続きや調整の難しさについても痛感した。 

生徒・学生に 
見られた変化 

ものづくりの実体験を通して、制作に伴う労力や難しさを実感したことで、それらを保護する権利の重要性を主体的に理解するようになった。ま
た、アイデアを適切に公開・共有することが、新たな創作の広がりやグッズ制作の活性化につながり、結果として業界全体の発展に寄与し得ると
いう視点を持つようになった。 

その根拠 
活動後のレポートでは、制作の大変さを実感しつつも、グッズがイベント参加者の手に渡り喜ばれることに対して「嬉しかった」という旨の記述
が 7 割以上を占めた。加えて、こうした取組やアイデアの広がりが、創作活動全体の活性化につながるのではないかと考察する生徒の記述もあ
り、本実践が生徒の視野や価値観の変化を促したことがうかがえる。 

課題・反省点 

当初は既存企業とのコラボレーションを想定し、生徒とともに企業担当者と協議する機会を設けたが、既存の企業ロゴや製品をアレンジしたグッ
ズ開発は想定以上に制約が多く、容易ではないことがわかった。権利やブランド管理の観点から、創作の自由度には現実的な制限があることを十
分に認識できていなかった点が反省点であり、結果としてその難しさを実体験を通して学ぶ機会となった。また、別の課題として、グッズを制作
する過程や使用段階において破損などの想定外の事象が多く発生したことから、外観のデザインだけでなく、耐久性や安全性を含めた設計上の工
夫が不可欠であることが明らかになった。見た目の完成度に加え、実用に耐える構造設計の重要性を十分に認識する必要がある。 

Ⅱ-119



       

 

今後の展望 
今回は企業とのコラボレーションに挑戦したが、実現には多くの課題があることが明らかとなった。次回は、長期間使用しても破損しにくいグッ

ズの設計に焦点を当て、既存製品がどのような構造や工程で制作されているのかを観察・分析する活動を取り入れたい。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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取組 1 さらにパワーアップ！ 
デザインの力で千葉県の銭湯を救え！ 

 

中身のゲームだけでなく PC も再現 

取組 2  先人の知恵を知る！BASIC ゲームを作ってベーマガに応募しよう！ 

作成したゲームは雑誌風にまとめ上げた 

▲ 実際のイベントポスター 

コラボがスタートする前に、松戸市の中央福祉センターへコ
ラボ企画の説明グッズをご紹介しに伺い、併せて広報面での
ご協力もいただきました。 
一人一人、自分の銭湯グッズを一生懸命プレゼンしました。 
◀ 市役所の方にグッズを説明する様子 

「街の風呂屋」である一般公衆浴場（いわゆる銭湯）は
年々数を減らしている現状がある。そこで、昨年度のよ
り、千葉県公衆浴場業生活衛生業組合との共同企画とし
て、銭湯の来場者数増加を目標とし、対象の銭湯の数を
大幅に増やし、今年もイベントを開催しました。柏の葉
高校情報理数科 3 年生の選択授業である「情報デザイ
ン」において、関東近郊の銭湯マニアを千葉県の銭湯に
集結させるべく、「ちょっと不思議なノベルティグッズ
制作」をテーマに、巷でよくみるものとは少し違ったノ
ベルティグッズの企画・制作を行ないました。 

名前や普段使用している SNS を掲載し、 
名刺のデザインでも自分らしさをアピール 取組 3 生成 AI 時代の"創作"を問い直す！それは"模倣か？創造か？" 

生成 AI の特徴を比較できるシステムを構築した。 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 情 02 学校名 千葉県立袖ヶ浦高等学校 担当教員名 阿部 俊人 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☐ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☐ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☐ 特許・実用   ☑ 意匠   ☐ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 3D プリンタで印刷するグッズを作製 
情報科コミュニケーション科

３年・情報実習 
1,3,7,8,10,12 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 

➁    ☐ (2)情報を利用する能力 
➂    ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④    ☐ (4)観察力を鍛える 
⑤    ☐ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☐ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧    ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨    ☐ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☐ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

やや不十分（5 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・本来であれば実践事例が２つあったが、１つしか実践できなかったため。 
・IPePlat のサイトを参考に、動画を見せながら授業を行ったことで、意匠権
に関心を持つ生徒の割合が 26%から 47%に向上。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・「自分の作品はオリジナルであるか」を考えるようになり、創作物に権利が付随することを理解し、他者のデータやデザインを無断で使うこと
が問題になることを認識するようになった。アンケートから、意匠権の内容を理解できなかった生徒が当初の 14 名から 4 名にまで減少した。 
・ネット上の 3D モデルや素材を利用する際、ライセンスや利用条件を確認する習慣が身についた。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ➀3D プリンタで印刷するグッズを作製 

成果内容 
・実際にモデリングデータを作成して出力する体験により、著作権や意匠権といった権利の対象が具体的にイメージできた。 
・3D プリンタで造形した、立体物のデザインが法的に守られる対象であることを実感できた。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・多くの生徒は著作権や特許は知っていても、製品の形状やデザインが保護される「意匠権」については認識が薄かったが、3D プリンタで造形 
した、立体物のデザインが法的に守られる対象であることを実感できた。 

・「ネットで見つけたデータは自由に使える」という認識が変わり、ライセンス確認の習慣が身についた。 

その根拠 ・アンケートの結果や自由記述による生徒意見 

課題・反省点 ・知財教育は専門性が高く、教員自身が知的財産権に関する知識を十分に持っていない場合が多いため、外部に頼ることが前提になってしまう。 

今後の展望 
・教員向けに知財教育の基礎知識や指導法を学ぶ研修を実施し、現場での指導力を高め、継続的な専門機関との連携を目指し最新の知財情報を 

共有する仕組みを構築する。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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 3D プリンタの制作風景                   完成した作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

作品を扉の模型に接続                  開錠システムとの接続 

 

 

 

 

 

 

 

      イオンモールでの発表              授業前・授業後のアンケート結果 

 

 

 
作品制作から課題解決へと発展した 
本校には「情報コミュニケーション科」という専門学科があり、 
毎年３年生による課題研究発表会を実施しています。 
今回の発表では、オリジナルデザイン制作から発展し、自らの 
デザインを活用した教室の施錠システムを開発した生徒もおり、 
非常に有意義な活動となりました。本年度は意匠権を中心に学習 
しましたが、特許権や商標権にも関心を持つ生徒が増えてきてい 
ます。今後は、こうした生徒に向けて知的財産権全般を扱う授業 
をさらに充実させていきたいと考えています。 課題研究発表会での発表の様子 
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 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 情 03 学校名 京都府立京都すばる高等学校 担当教員名 尾上 妥理 

ねらい 

☑ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☑ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☑ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 知的財産権の基礎について知る 情報科学科３年・課題研究 6,7,8,12 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 生成 AI と知的財産権について知る 情報科学科 1・2 年・情報ﾘﾃﾗｼー A 等 1,2,3,5,8 ☑ (2)情報を利用する能力 
➂ 人工知能と知的財産権について知る 情報科学科 1・2 年・情報ﾘﾃﾗｼー A 等 1,2,3,5,8 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 書籍『楽しく学べる「知財」入門』を使用した学習 情報科学科全学年・課題研究等 6,7,12 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤ ドローンショー開催に向けての研究 情報科学科３年・課題研究 1,3,7,9,10,13 ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥ プロジェクションマッピングの研究 情報科学科３年・課題研究 1,3,7,9,13 

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆ 舞台照明ライティングオペレータの研究 情報科学科３年・課題研究 1,3,7,9,13 ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 「天下一品」とのﾊﾟｯｹｰｼﾞｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ 情報科学科３年・課題研究等 1,3,7,10,13 ☑ (8)技術等と権利の対応関係を把握する能力 
⑨ ３D プリンタによる創作活動研究 情報科学科３年・課題研究 1,3,4,6,7 ☑ (9)手続の理解  
⑩ VR ゲーム開発の研究 情報科学科３年・課題研究 1,2,3,5,7 活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪ 情報デザインにおける知的財産権の学習 情報科学科３年・情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ 1,2,3,4,7,11 ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☑ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・知的財産権支援事業を受けて校内体制を整え、情報科学科における専門教
科を中心に知財に関するアプローチをさらに強化した。年度当初における知
財の概要についての認知度が 61％であり、年度末が 84％に変化したことに
よる。（グラフ１） 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

・大阪工業大学知的財産学部知的財産学科長の杉山典正教授による「知的財産制度概要」講演（写真１）の実施、『知財戦略ワークショップ「未来のヒットアプリを創

れ！！』を開催。（７５名対象 講演１時間 ワークショップ１時間実施）（表１） 

・「ドローンショー開催に向けての研究」に取り組み、12/10 に本校グラウンドにおいて 300 名程度の観客を迎え約 15 分間のドローンショーを開催した。 

・宇治市立宇治中学校において中学吹奏楽部と本校生徒制作のプロジェクションマッピングのコラボレーションショー(約 30 分)を開催した。(観客約 110 名)（写真２） 

・株式会社「天下一品」との連携によりパッケージコラボレーションを行い、販売学習「京都すばるデパート」等で販売した。(家麺 300 セット、杏仁 500 個)（写真３） 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ⑤ ドローンショー開催に向けての研究 

成果内容 
・最新のテクノロジーと芸術表現を融合させたドローンショー開催を題材として知的財産権の学習を行い、技術と創造性の可能性を探究し、観光
や地域活性化への応用だけでなく、未来のイベント演出や空間表現の研究となった。 

生徒・学生に 
見られた変化 

・ドローンショー開催に向けての取組の中で、知的財産制度・各種権利に関する実践的な理解が向上した。 
・作成したプログラム自体の知的財産権について考えることで、知的財産権をより自分事として捉えることができた。 
・取組が進むなかで、生徒たちは、より意欲をもって実践することができていた。 

その根拠 ・プログラム内の視覚的デザインや楽曲の使用における権利、許諾について、公開の規模や著作権の有無等の要素を含めた知識を得たこと。 

課題・反省点 ・知的財産権に関する取組を各種実践してきたが、それぞれの取組の中で個別に完結してしまった活動もあった。 

今後の展望 
・次年度の取組にあたり、知的財産権についての学びという視点を各学習活動に改めて確保することで、多岐にわたるように見える活動が生徒に 
とって一貫性を感じられるようにはかる。 
・ドローンショーのようなイベントや、事業所とのコラボは継続にとらわれず、生徒の希望や適性に応じて設定する。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

（写真 1）ワークショップ風景 （写真 2）中学吹奏楽とのコラボ風景 （写真 3）天下一品ｺﾗﾎﾞﾊﾟｯｹｰｼ  ゙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表 1）講演「知的財産制度概要」の指導内容     （グラフ 1）知財に対する認知状況の変化 

 

（例：特記すべき取組と成果）○○○○○○○○○の取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 

グラフ 表 

写真 

ドローンショー開催に向けての取組について 
ドローンショーは最新のテクノロジーと芸術表現を融合させた新しいエンターテインメントで
ある。今回２００台のドローンをプログラムにより制御した。光と動きで夜空に描かれる映像
は、空中に広がるデジタルアートといえる。本取組は、技術と創造性の可能性を探究する中
で、知的財産権について学習した。今後、観光や地 
域活性化への応用だけでなく、未来の 
イ演出やベント演出や空間表現の研究 
につなげていく予定である。 
 
複数のドローンを同期させて描く光の 
軌跡や飛行プログラムは、新たな著作 
物としての可能性を秘めている。本取 
組でドローンをプログラミングで制御 
し、技術的な取組と共に、運用にかか 
わる法的課題としてプログラムの特許 
および著作物性を探究した。 

（例）取組の様子の写真 

知的財産とは 知財とビジネス

知財の役割と必要な知識 ビジネスの目的

知的財産とは何か？ 画期的な製品・サービス

知的財産の対象は多岐にわたる 過去の「発明と事業」

分野ごとに知的財産は存在する 現代の「発明と事業」

知的財産による保護の必要性 知的財産権と活用モデル

無形財産は簡単に盗まれてしまう 知財活用モデル②（クリエイター視点）

知的財産が保護されていないと 企業の場合：戦略的マネジメント

知財権の種類（保護対象と保護期間） 企業と知財戦略

知的財産の全体像 ビジネスの目的を成功へ導く知財

知的財産を法律で保護する理由 今回のまとめ

特許制度の目的 ワークに取り組んでみましょう

知財権を取得すると何ができるか？

知的財産がもたらす効果

知財活用モデル①（知的創造サイクル）

年度当初 

年度末 

Ⅱ-124



 様式４ 

令和７年度 実践事例報告書 

 

学校番号 情 04 学校名 大分県立情報科学高等学校 担当教員名 中尾翔太郎 

ねらい 

☐ キャリア教育・ビジネス体験          ☑ 知的財産や社会制度への理解促進 

☑ 生徒の能力育成（創造性・主体性・表現力等）  ☐ 外部との連携強化・地域産業への理解促進 

☑ 指導体制の構築・教員のスキル向上       ☐ 学校の特色や専門性の強化・生徒募集 

☐ その他（                                    ） 

関連法 ☑ 特許・実用   ☑ 意匠   ☑ 商標  ☐ その他 （                 ） 

年間の取組内容 対象者・実施機会等 
該当する 

要素の番号 知財学習の要素 

➀ 大分県版かりゆしウェアの開発 未来創造部 1,3,6,7 

創
造 

☑ (1)創造性を鍛える 
➁ 大分県の魅力発信や 

学校マスコットのグッズ開発 
デジタル創造科２年生 1,2,3,4,6,7 ☑ (2)情報を利用する能力 

➂ 大人対象生成 AI 体験講座 デジタル創造科３年生 7,12 ☑ (3)発想・技術を表現する能力 
④ 工業技術基礎「知財学習」 デジタル創造科１年生 1,2,3,5,6,7,10,11,12 ☑ (4)観察力を鍛える 
⑤    ☑ (5)技術を体系的に把握する能力 
⑥    

保
護 

☑ (6)商品や社会とのつながりの理解 
➆    ☑ (7)保護・尊重する意識 
⑧ 

   ☐ 
(8)技術等と権利の対応関係を把握する能

力 
⑨    ☐ (9)手続の理解  
⑩    活

用 
☑ (10)権利を活用する能力 

⑪    ☑ (11)産業や経済との関係性の理解  
⑫    知

識 
☑ (12)制度の学習 

⑬    ☐ (13)専門家、資格制度に関する知識 

取組目標の 
達成見込 

概ね達成（7 割以上） 
その理由 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

計画した７つの取り組みのうち、４つは実行することができた。また、その活
動の中で計画段階では想定していなかった、大分県のグッズ製作や生成 AI 体験
講座など、あらたな活動にも挑戦することができたため。 

取組の状況 
具体的な数値を用いて 
記載をお願いします 

今年度は、大分県版かりゆしウェア（写真１）をデザイン違いで 3 着、生成 AI 体験講座の教材、大分県の魅力発信グッズを 6 種類（写真２）、
デジタル絵本（写真３）は SDGs をテーマとした 5 冊、アイデア保護をテーマとした 1 冊の計 6 冊を現在制作中である。これらの活動では、外部
での発表、大人との交流など、アウトプットを意識した。生徒の意欲面に大きな変化があり、参加生徒26名全員が授業時間外にも自主的に活動へ
取り組み、現在では指示を待つのではなく、生徒同士の意見交換や役割分担など、主体的に学習を進める姿が定着している。 

年間の取組のうち、最も重視した取組又は成果のあった取組等について 

取組番号・内容 ③大人対象生成 AI 体験講座 

成果内容 
生成 AI パイロット校で学んだことを生かし、大人を対象に生成 AI 体験講座「はじめまして、生成 AI」（写真４・５）を生徒が計画・実施した。
１回９０分の講座を２回実施し、延べ２０名の参加があった。前半４０分は生成 AI の概要や高校生の活用方法を説明し、後半は画像生成体験、対
話型生成 AI を用いて旅行行程の作成、参加者の要望に沿った体験を実施した。生成 AI の体験のみでなく、危険性や著作権についても説明した。 

生徒・学生に 
見られた変化 

教材を作成するにあたり、意見交流や情報収集、対象に合わせた内容を検討する力が身に付いた。事前に教員に実施して内容を確認する、事後の
ふりかえりをどのようにするかなど、前後の活動も踏まえて実施することができた。生成 AI の著作権については、事例も少ないため理解をするの
が難しいが、文化庁の資料などを参考にしながら準備を進め、出力されたもの・与えるデータそれぞれの著作権について考えることができた。 

その根拠 
実施後のアンケート結果（グラフ１）を見ると「内容が理解できた」95％、「今後、生成 AI を使ってみる」95％という回答が得られ、自由記述の
内容も「生徒の説明が分かりやすかった」「危険性や著作権についても考えることができた」といった記述が見られた。これは生徒が意欲的に活
動に取り組み、内容を理解した上で教材準備・講座の実施ができていたためと考えられる。 

課題・反省点 
生成 AI に関する著作権などの権利については担当教員の理解も未熟であり、非の打ち所がない内容であるかというと自信がない。実際の講座で
も、踏み込んだ内容までは伝えられなかった。学校内でも内容を共有して相談をしたが、どの教員も確信までには至っていないようである。生成
AI に関する権利については動向を伺いながら、事例や判例を参考にし、有識者からも意見をもらう必要があると考えられる。 

今後の展望 
アンケート以外にも「また参加したい」「知人を連れていきたい」「話を聞いて私も参加したい」という連絡が学校にあり、社会のニーズがある
ことが確認された。生成ＡＩの普及が進む中で権利を意識せずに利用する人も増えていくと予想できる。そのため、教員に向けた講座を開催し、
生成ＡＩの活用や権利について学んだ先生が授業を行い、子どもたちが権利を考えながら生成ＡＩを利活用できるようにしていきたい。 

本資料内の写真、イラスト、引用文献等の承諾が必要なものにつきましては、権利者の承諾を得ていることを申し添えます。 
本報告書の内容は、各校での知財学習の取組全体を記載しているものであり、本事業の活動経費支援を利用していない取組を含む場合があります。 
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＜写真・図表等掲載欄＞ 

 

 

 

 

 

 

（写真 1）きちょくれウェア   （写真 2）大分県魅力発信グッズ案  （写真 3）製作中のデジタル絵本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真４）「はじめまして、生成 AI」の様子         （グラフ 1）アンケート結果 

 

（特記すべき取組と成果）大人向け生成 AI 体験講座について 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校生が大人を相手に授業、「はじめまして、生成 AI」を実施 
大分県立情報科学高等学校は生成 AI パイロット校の認定を受けており、学校活動全般で  

生成 AI を利活用している。本校で学んだことを生かし、大人を対象にした生成 AI 体験講座  
「はじめまして、生成 AI」を生徒が計画・実施した。広報活動用のチラシや動画を作成し、 
学校の HP や公式インスタグラムに掲載して広報活動を行った。また、先生方の力も借りて、
大分合同新聞や近隣の公民館などでも宣伝を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（写真５）生成 AI と著作権について 

説明をする生徒 

当日は 20 名が参加し、講座は 2 回に分けて実施した。講座
は「生成AIを楽しく、かつ安全に活用できるようになること」
を目標とした。前半 40 分で生成 AI の仕組みや注意すべき危険
性について解説し、後半 50 分では生成 AI の体験活動を行う、
計 90 分の構成とした。生成 AI の使い方のみではなく、著作権
などについても情報を収集・整理し、文化庁の資料を参考にし
ながら内容を確認した上でまとめ、説明をした。体験活動で
は、参加者一人ひとりの「やってみたいこと」や興味・関心に
寄り添い、高校生がサポートする形で進めた。アンケートでは
「楽しかった」という感想が多く寄せられ、参加者が生成AIを
活用するきっかけとなる講習会を実施できたと考えられる。 
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